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１．研究の目的 

	  

  本研究部会は「社会的孤立の状態に陥らないための支援と住民自治・地域再生に関わる研究」

をテーマとした部会である。現代的な社会問題の焦点の１つは、社会的孤立と貧困から生じる

地域コミュニティの衰退と社会的排除の問題である。もちろんこの因果関係は双方向的であり、

地域コミュニティの衰退が社会的孤立を生じさせている関係にもある。いずれにせよ、本研究

部会の目的はその因果関係の究明ではなく、実際の暮らしの場に起こっている社会的孤立や地

域コミュニティの衰退の状況に対して、個人の地域生活支援とその個人を包摂できる地域にお

ける福祉コミュニティ形成を一体的に取組んでいる実践とその主体の在り方を探ることにあ

る。また、そのように焦点を絞ることにより、社会的孤立に対する解決方向の１つの糸口を見

出そうとするものである。 

  本研究のテーマである「社会的孤立の状態に陥らない」とは、すなわち、「陥らない」とい

う予防的な対策であるとともに、「陥った状況を脱する」という回復のしくみや支援をめざす

ということである。そして、そのためには、社会関係を再構築できる暮らしの場をつくること

が求められる。したがって、本研究は地域生活支援と地域支援を一体的に取り組む地域福祉志

向をもった実践の研究であるともいえる。また、そのための事例研究とともに現場に提供する

ための実践事例集を作成することを目的としている。 

 

 

２．研究の方法 

 本研究の方法は事例研究である。そのために次の作業を行った。 

 

 

  事例の選定は研究部会のメンバーの知りえた範囲ではあるが、本研究の対象に相応しい実践

を次の基準を勘案して行った。 

１）活動分野の網羅性・・・児童、障害、高齢における地域生活支援を基本に、地域支え合い  

および社会的排除の実践 

 ２）活動主体の網羅性・・・社会福祉法人、ＮＰＯ法人、小地域福祉推進組織 

 ３）地域の特性・・・・・・都市部、地方都市、中山間地域 

 

No.   主体 組織の種別 地域   活動内容：典型例 

１ ふれあい鹿塩の家 社会福祉法人 都市 宅老所：独居認知症高齢者支援 

２ 西原たんぽぽハウス ＮＰＯ法人 地方都市 就労支援、地域活動センター 

：障害者の社会的包摂 

３ ひなたぼっこ ＮＰＯ法人 都市 地域福祉拠点 

４ 御代田町社会福祉協議会 社会福祉法人 中山間 宅老所の面的展開 

５ 東山ぽぽ保育園 社会福祉法人 都市 地域ニーズに立脚した資源開発 

６ のぞみホーム ＮＰＯ法人 地方都市 宅老所と地域を結ぶ縁側活動 

７ ばあちゃん家 社会福祉法人 地方都市 民家を使った子育て支援 

８  西陣会 社会福祉法人 都市 ニーズに立脚した資源開発 

９ 第２明星園 社会福祉法人 中山間 廃校利用の障害者支援 

10 下矢部西部地区社会福祉

協議会 

小地域福祉組織織 中山間 廃校利用の地域づくり 
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	 事例ヒアリングは訪問調査でのヒアリングを行った。ヒアリング項目は別紙１を基本とし、各  

実践主体にあわせて変更した。 

 ヒアリングの視点は別紙１にみるとおり、主に次の視点である。 

 

 １）利用者の地域生活支援方法について 

   ①利用者のニーズ把握の経路（発見のプロセス） 

   ②支援におけるソーシャルサポートネットワークの連携方法 

   ③実践主体の理念、方針 

 ２）地域支援の観点からの地域との協働のあり方 

   ①範域 

   ②活動開始までの地域との関係の作り方 

   ③地域参画のための運営委員会の有無と運営方法 

   ④地域支援のためのプログラム 

	  

 

  今回の実践事例においては、社会的孤立の予防をテーマにした地域生活支援と地域支援の統

合的実践自体が開発途上にあることから、実践から学ぶべき点を抽出することはもとより、今

後、どのような条件整備や実践方向が望ましいかについて理想主義的にコメントすることにし

た。それは、この理想主義的な未来志向の評価が複雑な問題解決を行ううえでの「開発」的視

点になるとの考えによる。 
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 ２キロ圏域で住民と協働でつなぐケア	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （兵庫県宝塚市）	 
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（2011 年「地域共同ケアのすすめ」P 21 より）
53 ●

	 

 

2.  
（１）宝塚市と宅老所 

	 

	 

（２）宝塚市社会福祉協議会における民家型デイサービスへの取り組み 
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3.  
	 

	 

  
氏名	 

（イニシャル）	 
性別	 年齢	 

自宅と	 

鹿塩の家の距離	 
開始日	 

ニーズ	 

入手ルート	 

利用時の	 

介護度	 

現在の	 

介護度	 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

	 

	 

4.  
（１）独居の認知症の高齢者 

	 

	 

	 

【主な介護者】 	 

【住まい】 	 

【利用開始時期】 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

★網掛けは生活の流れをつなぐ支援（制度外） 

時 間 鹿塩の家の職員支援	 本人の生活	 

8時 30分 
8 時 40分 

9 時 
9 時 10分 

午前 
午後 	 

• 	 

• 
	 

• 
	 

	 

• 
	 

	 

夕方 

	 

	 

• 	 

• 



13

第２章　事例と考察＿ふれあい鹿塩の家

	 

 

3.  
	 

	 

  
氏名	 

（イニシャル）	 
性別	 年齢	 

自宅と	 

鹿塩の家の距離	 
開始日	 

ニーズ	 

入手ルート	 

利用時の	 

介護度	 

現在の	 

介護度	 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

	 

	 

4.  
（１）独居の認知症の高齢者 

	 

	 

	 

【主な介護者】 	 

【住まい】 	 

【利用開始時期】 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

★網掛けは生活の流れをつなぐ支援（制度外） 

時 間 鹿塩の家の職員支援	 本人の生活	 

8時 30分 
8 時 40分 

9 時 
9 時 10分 

午前 
午後 	 

• 	 

• 
	 

• 
	 

	 

• 
	 

	 

夕方 

	 

	 

• 	 

• 



14	 

	 

	 

• 	 

• 

	 

• 	 

• 

	 

• 
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（２）高齢者夫婦世帯（老老介護） 

	 

	 

	 

	 

【主な介護者】 	 

【住まい】 	 

【利用時期】 	 

【利用経過】 

l 

	 

l 

	 

【介護度】 

	 

	 

【サービス利用状況】 
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時 間 鹿塩の家の職員支援	 本人の生活	 

8 時 45 分 	 	 

9 時 00 分 	 	 

	 	 

9 時半 	 	 

	 

	 

午前 	 	 

午後 	 	 

	 

	 

18 時 	 	 

	 

	 

• 	 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

	 

• 	 

• 

	 

• 

	 

	 

• 	 

• 

	 

	 

	 

 

l 	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 
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l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 



18

	 

	 

l 

	 

	 

	 

 「仕事づくり・居場所づくり・心づくり」を地域の中で	 
～「たんぽぽハウス」の取り組み～	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （熊本県阿蘇郡西原村）	 

	 

	 

1.  
l 

6,793
40

 
l 

10
50  

l 

  
	 

2.  
制度事業 

l 	 

l 	 

l 

	 

	 	 

	 

3.  
障害がある・なし関係のない「誰もが来られる場所」 

l 	 

l 

	 

l 
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4.  
	 

時期 出来事 

平成 16 年度 住民ワークショップの開催 
• 	 

• 
	 

• 

	 

• 
	 

• 	 

	 

	 

	 

	 

• 	 

平成 17 年度 旧社協を拠点に「にしはらたんぽぽハウス」オープン 
• 

	 

• 
	 

• 	 

	 

平成 20 年度 ＮＰＯ法人格を取得 
• 	 

平成 21 年度 旧中学校寄宿舎を改修＆移転 
• 	 

• 	 

• 	 

	 

5.  
「仕事づくり」「居場所づくり」「心づくり」の３本柱 

	 

• 

	 

• 

	 

	 

• 

	 	 

• 	 	 

	 

	 

	 

• 

	 

	 

• 

	 

	 

• 	 

• 	 

• 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

• 
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第２章　事例と考察＿にしはらたんぽぽハウス

	 

	 

4.  
	 

時期 出来事 

平成 16 年度 住民ワークショップの開催 
• 	 

• 
	 

• 

	 

• 
	 

• 	 

	 

	 

	 

	 

• 	 

平成 17 年度 旧社協を拠点に「にしはらたんぽぽハウス」オープン 
• 

	 

• 
	 

• 	 

	 

平成 20 年度 ＮＰＯ法人格を取得 
• 	 

平成 21 年度 旧中学校寄宿舎を改修＆移転 
• 	 

• 	 

• 	 

	 

5.  
「仕事づくり」「居場所づくり」「心づくり」の３本柱 

	 

• 

	 

• 

	 

	 

• 

	 	 

• 	 	 

	 

	 

	 

• 

	 

	 

• 

	 

	 

• 	 

• 	 

• 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

• 
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6. 	  
（１）スタッフ体制 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

（２）理事体制 

l 	 

l 

	 

（３）ボランティア（応援団） 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

（４）財源 

l 	 
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第２章　事例と考察＿にしはらたんぽぽハウス

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

6. 	  
（１）スタッフ体制 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

（２）理事体制 

l 	 

l 

	 

（３）ボランティア（応援団） 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

（４）財源 

l 	 
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l 

	 

l 	 

	 

7.  
l 

DV
 

l 

 
l 

 

	 

	 

	 

 

	 

	 

	 

	 

	 

l 

	 

l 	 

	 

	 

l 

	 

l 	 

	 

	 

l 
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第２章　事例と考察＿にしはらたんぽぽハウス

	 

	 

l 

	 

l 	 

	 

7.  
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DV
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l 

	 

l 	 

	 

	 

l 

	 

l 	 

	 

	 

l 



26

	 

	 

	 

 

	 

	 

	 

 制度にとらわれない支援を続ける 緊急避難にも対応	 

～国見・千代田のより処 ひなたぼっこ～	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （宮城県仙台市青葉区）	 

	 

	 

1.  
l 12,700 6,600  

l 23.7  

l  

l 

2

 

 

2. 	  
l 2009 12  

l 1  

	 

l  

l 	 CLC  

l  

	 

	 

l  
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 制度にとらわれない支援を続ける 緊急避難にも対応	 

～国見・千代田のより処 ひなたぼっこ～	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （宮城県仙台市青葉区）	 

	 

	 

1.  
l 12,700 6,600  

l 23.7  

l  

l 

2

 

 

2. 	  
l 2009 12  

l 1  

	 

l  

l 	 CLC  

l  

	 

	 

l  
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.  
	 

時期 出来事 

平成 21 年 12 月「ひなたぼっこ」開所 
• 	 

• 
	 

• 	 

平成 22 年 １月自宅火災により、行き所をなくした Tさんの受入れ 
• 	 

３月：第 1回運営推進委員会の開催 
４月：コミュニティ情報誌「みんなのわ」発刊 

• 	 

５月：外出サロン開始（第 1回は、日帰り温泉） 
• 	 

７月：夏祭り開催（以後、随時イベント開催） 
• 	 

８月：食事作りに困っている高齢のご夫婦に配食を始める 
• 

	 

平成 23 年 3 月 11 日・東日本大震災 
• 	 

• 	 

• 	 

• 	 

• 	 

8 月：地域食堂再開（週 1回）、10 月より、月～金営業に戻る 
9 月：震災支援業務にあたっていたスタッフをひなたに戻す 

平成 24 年 2 月：お弁当宅配販売開始 
• 	 

3 月：八幡みんなの家（子育て拠点）をひなたに統合 
5 月：駄菓子・生花販売開始 
6 月：親子サロン開始 
10 月：子どもの一時預かり事業を開始 
12 月：被災者サロンがひなたで開催される 

• 	 

	 

	 

	 

	 

	 

4.  
開設 

l 

	 

l 	 

l 

	 

事業の柱「食」への取り組み 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 	 

行き場のない人の緊急受入れ 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 	 

そのほか 

l 	 

l 

	 

l 

	 

l 	 

l 
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第２章　事例と考察＿国見・千代田のより処 ひなたぼっこ

	 

	 

	 	 	 

	 	 

	 	 	 

	 

	 

	 	 

	 	 

	 

.  
	 

時期 出来事 

平成 21 年 12 月「ひなたぼっこ」開所 
• 	 

• 
	 

• 	 

平成 22 年 １月自宅火災により、行き所をなくした Tさんの受入れ 
• 	 

３月：第 1回運営推進委員会の開催 
４月：コミュニティ情報誌「みんなのわ」発刊 

• 	 

５月：外出サロン開始（第 1回は、日帰り温泉） 
• 	 

７月：夏祭り開催（以後、随時イベント開催） 
• 	 

８月：食事作りに困っている高齢のご夫婦に配食を始める 
• 

	 

平成 23 年 3 月 11 日・東日本大震災 
• 	 

• 	 

• 	 

• 	 

• 	 

8 月：地域食堂再開（週 1回）、10 月より、月～金営業に戻る 
9 月：震災支援業務にあたっていたスタッフをひなたに戻す 

平成 24 年 2 月：お弁当宅配販売開始 
• 	 

3 月：八幡みんなの家（子育て拠点）をひなたに統合 
5 月：駄菓子・生花販売開始 
6 月：親子サロン開始 
10 月：子どもの一時預かり事業を開始 
12 月：被災者サロンがひなたで開催される 

• 	 

	 

	 

	 

	 

	 

4.  
開設 

l 

	 

l 	 

l 

	 

事業の柱「食」への取り組み 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 	 

行き場のない人の緊急受入れ 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 	 

そのほか 

l 	 

l 

	 

l 

	 

l 	 

l 
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東日本大震災での対応 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

5.  
l  

l  

l 

 

	 

	 

	 

 

事例：セーフティネットとしての受け入れから退院後の暮らしを支える 
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第２章　事例と考察＿国見・千代田のより処 ひなたぼっこ

	 

	 

東日本大震災での対応 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

5.  
l  

l  

l 

 

	 

	 

	 

 

事例：セーフティネットとしての受け入れから退院後の暮らしを支える 
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l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

 

	 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

 

	 

	 

	 

1  

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 
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第２章　事例と考察＿国見・千代田のより処 ひなたぼっこ

	 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

 

	 

	 

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

 

	 

	 

	 

1  

l 

	 

l 

	 

	 

 

l 
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l 

	 

① 市独自施策 

② 福祉制度と福祉以外の補助金を生かす 

③ まちづくり系補助金と自主財源 

	 

	 

	 

 小規模拠点（宅老所）を地域に点在させ、面で支える	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （長野県御代田町）	 

	 

 1.  

	 

地域の資源 

�
	 

 2.  
l 

 
l 

 
l  
l  

 
3.  
ケアのポイント 

l 

	 

l 	 

l 58.78  
l 15,299 	 6,363

2013.2.1 	  
l 22.9 2012.10.1  
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l 

	 

① 市独自施策 

② 福祉制度と福祉以外の補助金を生かす 

③ まちづくり系補助金と自主財源 

	 

	 

	 

 小規模拠点（宅老所）を地域に点在させ、面で支える	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （長野県御代田町）	 

	 

 1.  

	 

地域の資源 

�
	 

 2.  
l 

 
l 

 
l  
l  

 
3.  
ケアのポイント 

l 

	 

l 	 

l 58.78  
l 15,299 	 6,363

2013.2.1 	  
l 22.9 2012.10.1  
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l 	 	 	 	 

	 

l 	 

l 

	 	 	 

l 	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宅老所たっちゃん家

グループホーム
みよた

ハートピア
みよた

宅老所のぞみが丘
宅老所きくちゃん家
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第２章　事例と考察＿ハートピアみよた

	 

	 

l 	 	 	 	 

	 

l 	 

l 

	 	 	 

l 	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宅老所たっちゃん家

グループホーム
みよた

ハートピア
みよた

宅老所のぞみが丘
宅老所きくちゃん家
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4.  

コンセプトは、“住み慣れた地域でねばれる”環境を 

	 

	 

	 

 

	 

 

	 

 

	 

 	 

 

	 

	 

	 

 

	 

 

	 

 	 

	 

	 

 	 

 	 

 

	 

	 

	 

	 	 

5.  

	 

地区社協について 

l 	 

l 	 

l 	 

l 

	 

運営委員会について 

l 

	 

地域へのアプローチの方法 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 

	 

l 

	 

地域の変化 

l 

	 

l 	 

l 	 

l 	 

	 

	 

l  
l  
l 

 
l 	  
l  
l  
l  
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第２章　事例と考察＿ハートピアみよた

	 

	 

	 

4.  

コンセプトは、“住み慣れた地域でねばれる”環境を 

	 

	 

	 

 

	 

 

	 

 

	 

 	 

 

	 

	 

	 

 

	 

 

	 

 	 

	 

	 

 	 

 	 

 

	 

	 

	 

	 	 

5.  

	 

地区社協について 

l 	 

l 	 

l 	 

l 

	 

運営委員会について 

l 

	 

地域へのアプローチの方法 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 

	 

l 

	 

地域の変化 

l 

	 

l 	 

l 	 

l 	 

	 

	 

l  
l  
l 

 
l 	  
l  
l  
l  
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6.  
小規模拠点での看取り 

l 

	 

l 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

介護者への対応 

	 

• 

	 

制度外利用の考え方・ルート 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

その他 

	 

• 	 

	 

• 	 

• 	 

	 

• 	 

• 	 

• 	 

• 	 

	 

• 

	 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

	 

7.  
（１）地域や地域住民を、くらしの背景としてではなく主体としてどう位置付けていくか。 

l 	 

（２）行政や他の専門職、社会資源との協働をどう作っていくか。（町全体・地域内） 

（３）サービス利用を前提としない、地域拠点としての幅広い利用をどうすすめるか。 

l 	 

l 	 

（４）地域マネジメントの視点をケアワーカーがもつ 
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第２章　事例と考察＿ハートピアみよた

	 

	 

6.  
小規模拠点での看取り 

l 

	 

l 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

介護者への対応 

	 

• 

	 

制度外利用の考え方・ルート 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

その他 

	 

• 	 

	 

• 	 

• 	 

	 

• 	 

• 	 

• 	 

• 	 

	 

• 

	 

	 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

• 

	 

	 

7.  
（１）地域や地域住民を、くらしの背景としてではなく主体としてどう位置付けていくか。 

l 	 

（２）行政や他の専門職、社会資源との協働をどう作っていくか。（町全体・地域内） 

（３）サービス利用を前提としない、地域拠点としての幅広い利用をどうすすめるか。 

l 	 

l 	 

（４）地域マネジメントの視点をケアワーカーがもつ 
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l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 	 

l 	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

 
 

l 

	 

	 

 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 

	 

l 

	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

l 

	 

l 

	 

l 
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第２章　事例と考察＿ハートピアみよた

	 

	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 	 

l 	 

	 

 

l 

	 

l 

	 

 
 

l 

	 

	 

 

l 	 

l 

	 

l 	 

l 

	 

l 

	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

l 

	 

l 

	 

l 
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 地域立の保育園運営       	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （兵庫県西宮市）	 

	 

	 

1.  
l 17 3 17  
l 7 	 3 2  
l 2  
l 15

 
l 45 0 2 / 45 3 5  

	 	 	 	 

	 	 	 

	 	 	 	 

	 	 	 

	 	 	 

	 	 	 	 

	 	 	 

	 	 	 	 

	 

l 46 18 5 20 3  
＜法人理念＞ 

l 	 

l 	 

l 	 

	 

	 

＜特 徴＞ 

	 

	 

	 

	 

	 	 

＜事業概要＞ 
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第２章　事例と考察＿東山ぽぽ保育園

	 

	 

 地域立の保育園運営       	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （兵庫県西宮市）	 

	 

	 

1.  
l 17 3 17  
l 7 	 3 2  
l 2  
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＜法人理念＞ 

l 	 

l 	 

l 	 

	 

	 

＜特 徴＞ 

	 

	 

	 

	 

	 	 

＜事業概要＞ 
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2.  
	 

年 代 出 来 事 

平成 3 年 10 月まちびらき 
• 

	 

• 	 

平成 7年 阪神・淡路大震災 
• 

	 

平成 10 年 東山台分区社協設立（自治会連合会は前年度発足） 
• 

	 

• 	 

• 	 

平成 15 年 「保育所を実現する会」（プロジェクトチーム）を結成 
• 

	 

• 
	 

• 	 

• 	 

平成 16 年 社会福祉法人設立に向けた動きへ 
• 

	 

• 

	 

設立準備委員会を発足 
• 	 

• 	 

• 
	 

• 	 

• 	 

平成 17 年 • 	 

• 	 

平成 21 年 • 	 

平成 24 年 • 	 

	 

3.  
（１）地域立の社会福祉事業所として分区社協の理事に 

l 

	 

（２）評議員会を設置 

l 	 

l 	 

（３）地区社協活動からのつながりで、さまざまな相談が入るように 

l 	 

	 

	 

• 

• 

• 

• 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

（４）子育て支援を中心とした地域活動 

l 

	 

l 

	 

l 

	 

l 	 

l 	 

 
4.  

l 	 

l 

	 

l 

	 

l 	 
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第２章　事例と考察＿東山ぽぽ保育園
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平成 21 年 • 	 
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（１）地域立の社会福祉事業所として分区社協の理事に 

l 
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l 	 

l 	 

（３）地区社協活動からのつながりで、さまざまな相談が入るように 
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• 

• 

• 

• 

l 
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（４）子育て支援を中心とした地域活動 
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l 

	 

l 	 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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第２章　事例と考察＿東山ぽぽ保育園
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 宅老所がつくった地域福祉の拠点「みんなのハウス」	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （栃木県壬生町）	 

	 

1.  
六美南部自治会 

	 

壬生町 

	 	 	 

l 	 

l 	 

l 	 

	 

2.  

	 

	 

l  
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＜活動概要＞ 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3.  
 

時期 出来事 

平成 13 年度 子育て応援団事業スタート 
• 

	 

• 
	 

平成 16 年度 新しい活動拠点探し 
• 	 

• 
	 

• 
	 

平成 17 年度 「地域交流サロン『ばあちゃんち』」開設 
• 

	 

• 	 

	 

※1熊本県子育て応援団推進事業

	 

2 熊本県「地域の縁がわ」事業

	 	 

	 

4. 	  
（１）スタッフ 

l 
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（２）運営委員会 
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（３）利用料 
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（４）活動エリア 
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5.  
（１）みんなの知恵袋～「ばあちゃん」の役割創出～ 
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（２）地域の大きな家 
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	 目の前の一人との出会いから必要な活動をつくる	 
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1.  
l 83,400 44,000 17  
l 

 
l 

 
l 

 
	 

2.  
l 1962 1995  
l  
l 70 90 2002 5 2  
l  
第２種社会福祉事業 

	 

公益事業 

	 

	 

	 



67

	 

	 

	 

 

	 

	 

	 

	 目の前の一人との出会いから必要な活動をつくる	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （京都府京都市上京区）	 

	 

1.  
l 83,400 44,000 17  
l 

 
l 

 
l 

 
	 

2.  
l 1962 1995  
l  
l 70 90 2002 5 2  
l  
第２種社会福祉事業 

	 

公益事業 

	 

	 

	 



68

	 

	 

	 

3.  
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労働青年福祉から児童福祉、そして障害者福祉へ 
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一人のわがままをカタチにするマイマザーズ（＝我がママ＝我儘）の活動 
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 廃校を改修して、地域支え合いの拠点に	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （熊本県上益城郡山都町

	 

1.  
l 564 193  
l 19  
l  
l  
l 18  
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2.  
（１）生きがいと健康づくり事業（町の委託事業）……健康、生きる喜び、お互いの助け合い 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

l 	 

	 

l 	 

（２）災害時の宿泊体験 
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（４）他地区間交流（お年寄りはほかの地区との交流が少なかった＋舞台で元気にうたって踊る大切

さを理解）今年で６回目。町全体をよくしたい 

 

（５）地域を語る会（３か月に１回、地域住民間で意識共有する。２４年１月の会議で特産品を開発

しよう！という話になった） 
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小学校廃校を利用した地域交流拠点で、知的障害者の社会参加をすすめる 

（熊本県上益城郡御船町） 
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１．パネルディスカッション報告 

  研究会報告として、今回取り上げた事例のうち、３つの代表事例の実践者とパネルディスカ
ションを行った。実践者間の相互の交流により共通点を見出そうとするものである。以下、そ
の内容である。 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

地域の声を聞け！ 
～今、必要とされるケアのかたち～ 

 
 

 
パネラー  
寺坂 智子（てらさか ともこ） 
宝塚市社会福祉協議会 ふれあい鹿塩の家 所長 

上村 加代子（うえむら かよこ） 
NPO法人 にしはらたんぽぽハウス 施設長 

高橋 正佳（たかはし まさよし） 
NPO法人全国 コミュニティライフサポートセンター（CLC） 

みやぎ地域生活支援舎プロジェクト部門 仙台・国見グループ（ひなたぼっこ） 管理者 

 
コーディネーター  
藤井 博志（ふじい ひろし） 
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 教授 

 

◆入所施設と施設の関係 

藤井  今日は、研究にあたって取材をさせていただいたなかから３つの団体の代表にきていただいています。３人の

話を聞いていただいて、「地域福祉」という観点から、深めていければと思います。 

もともと入所施設というのは必要なかったわけです。みんなが地域で生きられればそれに越したことはありませ

ん。ところが、家族形態や地域の状況の変化、制度・サービスの不備、そういったさまざまな要因により地域で生

きていけない状況が出てきたときに、入所施設というものが登場してきました。地域福祉の中の地域と施設の関係

は、地域に支える力がないために施設がそれを引き受けているという関係といえます。ですから、入所施設は、あ

る意味では地域の弱さを一番知っているわけです。 

地域の力が弱いために入所施設がその部分をしっかり支えているのだけれど、本来の目的はみんなが地域で生き

られることです。施設の社会的使命に、「問題の社会化」という表現がありますが、本人と共に地域に出ていくこと

で、地域の弱さを地域に訴えかけながら地域を強くしていく、そういうものがあります。そのなかで施設がなくな

 

 

っていくのが一番いいのではないか。これは施設で働く人が失業するということではなく、地域の中に仕事をつく

るということです。地域で生活をしていける条件を、地域側と施設側が一緒につくっていくことが重要だというこ

とです。 

 

◆ユニットケア誕生のきっかけは「地域生活支援」 

そもそもユニットケアの実践がどうやって生まれてきたかというと、施設の中で認知症の人への対応がうまくで

きない、それを感じたケアスタッフたちが地域に飛び出していって宅老所をつくりました。そうしたところ、認知

症の人が落ち着きながら生活をするようになったのです。そのキーワードは「地域生活支援」です。介護支援でも

個別支援でもなく、地域生活支援です。認知症の人が地域の中で生きていくことをどう支えるかということです。 

この手法が宅老所における小規模ケアです。先駆的な入所施設がこれを施設の中に取り入れようとしたのがユニ

ットケアです。地域で支えられないから施設がある。でも、施設の中では十分でないから、地域の中で支える実践

をする。それを、また施設が取り込む。たえずこの循環です。ユニットケアというのは入居支援でも介護支援でも

個別支援でもなくて、施設の中にはじめて地域生活支援という考え方を入れ込んだものといえるのではないでしょ

うか。ですから、ユニットケアのさらに先を見るとき、地域側でどんな取り組みが今始められようとしているのか

を学んでいただければと思います。 

 

◆制度で支えきれない人を支える仕組みをどうつくるか 

今、地域の暮らしの状況をみると単身化とか貧困化といわれる課題が表面化してきています。そのなかでも介護

保険制度では支えきれない部分をいかに支えていく仕組みをつくるかが、キーワードになっています。今後、施設

入所ニーズが増大することは想定されますが、国は施設はもうつくらない方向です。そうすると、漂流介護老人が

いっぱい出てくる恐れがあります。 

今日ご報告いただく３人の方は、新たな実践に取り組んでいる方たちです。制度があるなしにかかわらず、ニー

ズに応えていくところから実践を始めています。その、運営、理念、開発の仕方を３人の実践から学んでいただけ

ればと思います。 

３人の背景を少しだけ申し上げます。「ふれあい鹿塩の家」の寺坂さんの実践の制度基盤は小規模デイサービスで

す。ですから、ある意味では介護保険事業所です。赤字を出さずにやっています。小規模デイサービスを基盤にし

ている鹿塩の家がどんな実践をしているのか、そこから見てみるということです。 

「にしはらたんぽぽハウス」は、障害者の就労支援と地域活動センターです。障害の分野は財源が貧弱です。貧

弱ながらどんな活動をしているのか、学んでいただきたいと思います。 

最後の「ひなたぼっこ」の高橋さんは、高齢者からとか障害者からではなくて、地域のニーズそのものに応えて

いこうという試みです。キーワードは「断らない」。地域のニーズに応えていく、断らない「総合相談拠点」を目指

しています。今は、そういう制度がないのです。ですから、何の制度で始めているかというと、「緊急雇用」です。

そこで、どんなニーズを受け止めて活動しているのかをお聞きいただければと思います。 

では、寺坂さん、ご報告をお願いします。 
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 2 キロ圏内で地域生活の流れをつなぐ支援  ふれあい鹿塩の家   

 
寺坂 皆さま、こんにちは、私は宝塚市社会福祉協議会に入って 15年になりました。鹿塩の家に平成 17年の開設時

から関わっています。この７年の間にいろんなことがありました。普通のデイサービスだったこの場所がどんどん

進化してきています。その部分を今日はお話しします。 

これが鹿塩の家です《図１》。普通の一軒家をお借りしています。地域の中でも結構大きめの家です。広い庭がと

ても自慢で、利用者たちも地域の人たちもこの庭を使っておしゃべりをしたりいろんなことをして過ごしています。

日々、ここで暮らすことで利用者たちは普通の人になっていく姿を私は見せてもらいました。 

この家のちょうど右側に、2012年 10月に新しく「ひまわりの家」というのを立ち上げました。 

 

《図１》 

 

◆宝塚市の概要／鹿塩地区の特徴 

宝塚市は大阪や神戸に１時間以内で行けるとてもアクセスのよい市で、宝塚歌劇で有名です。人口は 23万人、高

齢化率は 23％ぐらいです。鹿塩の家がある地域の高齢化率は 18％です。 

現在、宝塚市は市内を７つのサービスブロックに区分しており、そのなかで概ね小学校区を範囲として 20のまち

づくり協議会があります。鹿塩の家は仁川コミュニティのなかにあります。阪急仁川駅のすぐそばにある、仁川コ

ミュニティには 11 の自治会があります。11 自治会の中の一つが鹿塩自治会で、自治会のなかでも一番人口の多い

場所です。 

鹿塩地域は、約 1300 世帯あります。戦前はほとんどが農地で 50 世帯ほどしかなかったのですが、昭和 40 年ご

ろから宅地開発が始まって、昭和 60年から平成にかけてマンションができたり、駅前が開発されたり、新しい家が

建ったりして、若い世代がどんどん入ってきました。そのため、高齢化率は市の平均 23％よりも若干低く 18％です。

この土地にはまだまだ３世代同居をする家族や世代交代をしていない家が結構あって、「自分の家のことは自分たち

でやる。福祉サービスの世話になることは極力しない」そういった考えがまだ根強く残っています。そういう状況

の中、認知症であることを隠している家もたくさんあります。 

自治会は古くから住む住民で運営されているため、新しい住民はなかなかなじめない部分があります。逆に、老

人会は古くから住む人よりも新しく越してきた人たちが入ってくる。今まであった子ども会や婦人会は自然に消滅

してしまったという地域です。 

 

 

◆鹿塩の家の概要 

そんな地域でしたが、鹿塩の家ができたことで住民の関心が広がって、ぽつぽつと活動も盛んになって、「あそこ

に行けば誰かに会える、話ができる」という場所になってきています。 

鹿塩の家は、介護保険事業所としてデイサービスをやっていますが、一方では地域の人と私たち専門職が共に地

域の問題を考えたり、地域で生活をする人がいつでも行ける場所になってほしいということを願って進めています

《図２》。 

社協がやっているデイサービスですが、自分たちの地域に「こんなところがあったらいいな、こんなことをした

いな」という場にするために、地域の人たちが運営委員会をつくって、運営に参加してきました。 

介護保険事業所としての鹿塩の家は、365日毎日開いています。１日の定員は 13人ですが、利用者は大体９～10

人です。介護保険の利用者以外にも、近所の一人暮らしの人がお昼を食べに来たり、よそのデイサービスを利用し

ている人がボランティアに来たり、子どもが学校帰りに立ち寄ったりとさまざまです。 

利用者は認知症・独居の人が多いという特徴があります。その他、認知症のご夫婦、若年認知症の人、高齢者世

帯の人が利用しています。８割が認知症です。そういう人たちを介護保険の制度で支えています。 

要介護度別の利用者の状況は《図２》をご覧ください。近所に住む要介護度５の利用者がいます。この方は、自

宅では寝たきりなのですが、鹿塩の家では介護を受けながら普通に椅子に座って食卓で食事をします。 

 

《図２》 

 

家の中では誰が利用者で、誰がボランティアで、誰が職員か（職員はちょっと若めなのでわかりますが）、わかり

ません。そんなことは関係なく時間が流れていって、自然と自分の居場所が出来上がっています。自宅で安心して

暮らし続けられるように、いつ行ってもいい場所、いつでも過ごせる場所として毎日開けています。 

 

◆２キロ圏内にこだわる 

開設当時は、広範囲から利用者を受け入れていましたが、送迎に時間がかかって、その人に必要な支援ができな
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◆２キロ圏内にこだわる 

開設当時は、広範囲から利用者を受け入れていましたが、送迎に時間がかかって、その人に必要な支援ができな
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いでいました。私たちはもっと身近な所で地域生活を支えられるデイサービスになりたいということで、２キロ圏

内にこだわって事業をやっています。１キロ圏内に利用者の７割がいます。ボランティアに来る人たちもだいたい

近隣に住んでいます。この距離でしたらとても小回りも利いて、徒歩や自転車で移動ができます。ですので、制度

外のちょっとした手助けや安否の確認、ふれあいコールなど、必要な支援ができています。地域の住民から、「ちょ

っと転んだから手伝って」というＳＯＳが入ったりしたときも、タイムリーに応じることができます。 

現在、一番遠い人が２キロです。家の遠い人を支援するときには、用事に出たついでにその人の家に寄るなどし

て安否を確認しています。その人の近所や民生児童委員の協力も得て、情報交換をしながら在宅支援を続けていま

す。 

 

◆地域とのつきあい 

鹿塩の家は自治会に加入しています。地域住民の一人として利用者と一緒にごみ当番や清掃に参加して、地域の

行事にも協力しています。最近は「ちょっと人手が要るんだけど、手を貸してくれないか」という要望もきます。 

「今日は鹿塩の家でこんなことがありますが、おいでになりませんか」という声をかけて、住民となじみの関係

をつくってきました。住民主体の野だての会や食事の会、歌を聞く会とか、さまざまなイベントが開催されていま

す。なかでも夏祭りや歳末の餅つきは、地域あげての行事になってきています。 

デイサービスの利用者と職員という関係性に加えて、多くの住民やボランティアなど地域の人たちの出入りがあ

ることが、日常の暮らしの糧になっています。このことはとてもありがたい部分です。 

これは送迎の模様です《図３》。 

鹿塩の家には、小さな車が１台しかありませんので、私たち職員は徒歩や自転車を使うことが多いです。歩いて

来た利用者とスタッフとが途中で落ち合ったり、散歩をしながら車いすを押してきたり、いろんな形で利用者の状

況に合わせて対応しています。 

 

《図３》 

 

利用者は迎えの車が来るのを待っていられず、家を出てしまうんです。２キロ圏内だから歩いて来られるのです

が、「歩いて来られるんだ」という気づきがありました。やはり住み慣れた地域というだけで、一人で歩いてくるこ

とができることもわかりました。来る途中で見知った人に声をかけられて、「じゃ、一緒に行ってあげよう」と、そ

 

 

んな感じで地域住民と一緒に来る人もいます。途中で住民が「道に迷ってはったよ」と言って電話をくれることも

あります。利用者は自分で行動したいと思っていますので、そこの部分をとても尊重しています。私たちは、利用

者がもっている力をよく知らないといけないということにも、気づかされました。 

 

◆毎日の時間の流れ 

日常のケアは、朝は認知症や一人暮らしの人を電話で起こすところから始めます。何回か電話をかけて、起きた

のを確認したり、食事を済ませたのを確認して、それから迎えに行くようにしています。日によっては何もできて

いないときもあります。そういうときは自宅に滞在して、一つひとつ見守りをしながら必要な支援を行って、デイ

サービスの利用につなげています。ここは、顔なじみのスタッフが対応するので、利用者にとってはとても安心感

があります。職員にとっては、利用者の自宅の様子や地域住民との関わり方などのつながりを把握することができ

るとてもよい機会になります。こういうことが地域で暮らしていくことの一番大事なところかと思っています。 

毎日ゆっくり時間が流れていきますので、自分たちが何をして過ごしたいか、そこを重視しています。基本的に

日課は何もありません。好きに過ごしてもらっています。しかし、お昼ご飯は大事な栄養源なので、お昼の食事づ

くりには力を入れています。食事をつくることがイベントになって、ほとんどここにエネルギーを吸い取られてい

るような状況です。冷蔵庫の食材を使って、みんなで献立を考えてつくって、足りないものがあれば買い物に行っ

て、その買い物には地域ボランティアも関わって、いろんな役割を担いながら進めています。利用者も自分たちで

できることを、やりたいことを大事にしながら過ごします。 

夕方の食事としては、配食を食べて帰ったり、買ったものや自分で調理をしたものを持ち帰ったりしています。

自宅に持ち帰っても食べられない人は、鹿塩の家で食べて帰ります。そうすれば、ゴミも出さなくて済むし、夜の

徘徊にもつながらないということがわかってきた人もいます。こういうちょっとした手助けがあることで、自宅で

も安心して休めるようになりました。デイサービスを主軸にして、自宅での生活を支えられることもわかってきま

した。 

 

◆運営委員会 

鹿塩の家では、開設時から運営委員会をつくり、毎月欠かさず開催しています。ここでは住民たちは、デイサー

ビスの運営についてではなく、自分たちの身近な地域がどうあってほしいか、地域の人にどんな支援が必要か、意

見をくださいます。 

ボランティアは、認知症の人がほかの人の世話をしている様子を見て、「ぼけてもやっぱり人にはいろんな役割や

必要とされることがあるんだね。鹿塩の家はこういうことを教えられる場でもあるんだね」と話しました。こうい

う意見・気づきを住民たちとも共有しています。こういう場で共有することで、認知症への理解が広がったり、地

域の意識が変わったりするように感じます。地域に長く住んでいる人たちだからこそもっているつながりが、今の

鹿塩の家の運営を支えていると思っています。 
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◆新たな地域活動の場「ひまわりの家」 

鹿塩の家は開設からこの夏で８年になります。現在、さまざまな人の出入りがあって手狭になってきました。そ

れで 2012年 10月、鹿塩の家の隣に「ひまわりの家」をオープンしました。バンビハウス（相互保育）の若いママ

たちのイベントがあったり、地域の人たちが独自で設計したパーティーだったり、いろんなイベントが開催されて

います。みんながつながりたいというその気持ちが表れています。 

ひまわりの家は、宝塚市社協が借り上げて、鹿塩の家の運営委員が運営しています。２か月に１回地域イベント

を開催しながら、「みんなと顔なじみになろうね」ということで新たな地域活動をしています。 

私は地域の活動が楽しみで、なかなか地域から目が離せません。私たちのデイサービスは、地域の中にある施設

というとらえ方ではなくて、地域の一つの家、「○○さんちに遊びに行っている」という感覚で鹿塩の家を使っても

らえているのはとてもうれしいことです。 

私たちのケアは、地域に住む人をどうやって支えていくか、その支え方をいろいろ試行錯誤していかなければい

けないと思っています。 

 

◆まず、居場所になる。それから徐々に様子をみて介護保険の利用者に 

藤井  鹿塩の家は２年前の調査研究のときに『地域共同ケアのすすめ』（CLC 発行）という冊子をつくって、鹿塩の

家では利用者をどうやって支えているかという分析をし、その様子を 15分の DVDに収めました。その映像を見る

と、いかに生き生きとここで生活しているのかということがよくわかります。 

高橋さんも前は介護保険関係の高齢者の仕事をされていたようですが、鹿塩の家の報告を聞かれてどうですか？ 

高橋  私はデイサービスの相談員をしていました。自分自身の反省ですが、口では「地域に、地域に」と言ってはい

ますが、どうも施設の中で解決しようとしていたのではないかという思いがあります。鹿塩の家はデイサービスで

ありながらこういう取り組みをされていることが、とても面白い。「あそこに行けば誰かに会える」「いつ行っても

いいところ」というフレーズは、私の発表する「ひなたぼっこ」ともだいぶ共通する部分はあるなと感じました。 

藤井  「地域で暮らす」というとき、これだけ孤立化が進んでいる状況で求められているのは居場所です。それもケ

アがついた居場所です。鹿塩の家はそういうものだと私は見ています。寺坂さん、利用者の要介護度がなかなか高

くならないそうですね。 

寺坂  要介護度は利用当初からほとんど変わりません。それは、私たちがすぐに介護保険の利用につなげないことが

関係しているかもしれません。この人はどのくらいのレベルなんだろうというのを、利用につなぐ前に来てもらっ

て、その人の様子を見てその人の力を見極めるようにしています。「この人はこんなことができるんだ」ということ

がわかってきたら、そのできることを続けてやってもらうようにするんです。 

藤井  鹿塩の家は、最初は中学校区エリアぐらいのサービス圏域から地域と密着して支えたいということで、２キロ

圏域、実質は１キロ圏域、半径は 500 メートル圏域で活動しています。だから歩いて来られる。利用者はどうやっ

て鹿塩の家に来るのか思っていましたが、そこが鹿塩の家の秘密ですよね。私のほうから説明を加えると、ご近所

の人が居場所として連れてくるという話が多いということです。だからすぐにデイサービスを使ってくださいと契

約するのではなくて、まず居場所でやって来てくれるということですね。 

寺坂 そうなんです。地域の人が、「この人は家におったらあかんから、鹿塩の家に連れてきていい？」という感じで

入ってきます。それが後々に介護保険利用になっていくという人が多いですね。 

藤井 介護保険になかなか結びつけない。なぜそこにこだわっているか、説明していただけますか？ 

 

 

寺坂  一応介護保険の事業所ですので、定員もありますし、法令も順守しなければいけません。そういう意味で介護

保険適用の利用者にしてしまうと１日の定員を超えてしまうということもあります。何よりも、好きなときに来て

好きなときに帰ってもらうには、そういうスタンスのほうがいいと思っています。 

藤井  さっき施設は将来ないほうがいいと言いましたが、本来はデイサービスもないほうがいいですよね。認知症の

人がパチンコに行ったり、好きな場所に行って楽しめるまちであればそれでいいはずです。それがないからデイサ

ービスという特別な場所がある。特別な場所にしないという鹿塩の家の「一つの家」というコンセプトですね。 

ただ、そのなかで、介護保険に結びつけるポイントはどこですか？ 

寺坂 住民から「こりゃかなわんな」という声が聞こえてきたときには、やはり専門職が入るべきときだと思います。

その一つは、排泄のトラブルとか、日に何度も「わからない、わからない」と言って家に来るときとか。やはり住

民が「これは」と思ったときはサービスの使いどきだと思います。 

藤井  これから一人暮らしの人がどんどん増えてきて、その人たちが認知症になっていきます。一人暮らし認知症の

人ができる限り地域で住みたいと望むなら、住み続けられる支援をしていかなければいけないのですが、今のデイ

サービスやホームヘルプの組み合わせだけではなかなか支えきれないのが現実です。しかし、なぜ、鹿塩の家では

多くの一人暮らし認知症の人が支えられているのか。その謎を解くことが、これから普遍化する課題へのカギにな

るだろうと思います。 

一人暮らしの認知症の方で要介護度が最高の人はいくつですか？ 

寺坂	 ５です。 

藤井  ５で一人暮らし…、すごいですね。認知症の人はデイサービスだと身構えて、拒絶することが多いのですが、

毎日食堂に食べに来るという感覚で来たり、気に入った人がいて、そこでくつろいでいくわけですね。そして、あ

る一定の段階にきたら介護保険を使うようになる。それは家族や近所の人と相談するのですか？ 

寺坂 遠方でも家族がいれば家族と相談をして、もうそろそろという感じで決めています。 

藤井 一日の暮らしの流れでいうと、たとえば、朝、「そろそろ起きた？」と電話をして、500メートル圏域ぐらいな

ので職員がすぐにその家に行くことができるわけですね。そのときに、家の様子をちゃんと観察するということで

すか？ 

寺坂  そうですね。認知症で独居だと、食事のこと、排泄のこと、金銭管理のこと、いろんなことが不穏の原因にな

っていきます。そこを、訪問したときに把握しています。 

藤井 一緒に鹿塩の家に来て、一日過ごして、帰るときはどのようにするのですか？ 

寺坂  本来なら、帰宅後に介護保険のヘルパーが入っていくところでしょうが、そこでヘルパーにバトンタッチをし

ても十分な支援が受けられるとは思えないので、鹿塩の家にいるころから少しずつ帰るための準備をしていきます。 

今日は冷蔵庫の中に何もなかった。明日の食材も何もない。そういったときは、自分の好きなものを買ってもら

って、夜は鹿塩の家で食べて帰る。もし、夜中におなかがすいても食べるものが何かあればいいわけです。テーブ

ルに何かあれば朝までは絶対大丈夫です。そろそろ食事が済んだ頃かなというときに、朝、まず電話を入れます。 

藤井  そういう一日を積み重ねながら支えるのは、サービスの組み合わせだけではなかなか無理ですね。昔は家族が

していたものが一人暮らしになったりしてできなくなったときに、「ちょっとした」ことを支えるというのですね。

しかし、実はかなり深い観察と支えだという話です。まさに鹿塩の家はデイサービスではなくて、地域生活拠点だ

と思います。それにふさわしい支え方を開発してきたといえます。 

自治会域というのは、なかなか地域が形成されません。また古い意識の部分があって、それが鹿塩の家が入るこ

とによって運営委員会ができた。そして、自治会の認知症の人への理解が進み、自治会と鹿塩の家が一体となって

支えられる、自分たちが住める町をつくっている。そこの話ももっと聞きたいところですが、時間が来ましたので

この辺にしたいと思います。 
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上村さん、寺坂さんのお話を聞いての感想をお願いします。 

上村  私も昔は社協職員でデイサービスも見ていたのですが、職員が「今日の日課はこういうことをしましょうね」

というところがありました。自分たちが好きなことをやって、一日を過ごすのは本当に家庭的だなと感じました。 

藤井  私はその最たるものが上村さんのところだと思っています。次は上村さんからにしはらたんぽぽハウスの報告

をお聞きしたいと思います。 

 

 

 旧中学校寄宿舎を活用した交流拠点  にしはらたんぽぽハウス  

 

上村 皆さん、こんにちは。たんぽぽハウスの上村といいます。 

私たちの住む所は阿蘇山のふもとにある人口７千人の小さな村です。高齢化率は 24.7％です。空港に近く、熊本

市内へ 40分ほどという利便性もあって、最近では少しずつですが人口も増えてきています。中山間地域の山沿いの

ところが結構あり、過疎化が進み、既存の集落においては高齢化率が 50％を超えるところが何か所も出てきていま

す。一方で転入者の多い新しい集落には高齢者はあまり見られず、高齢化率は 10％台で子どもたちばかりというと

ころもあります。典型的なドーナツ現象の部分ではないかと思います。 

 

◆ワークショップから生まれた３つのテーマ 

平成 16 年に熊本県の福祉のまちづくり課の協力を得て、「バリアのない西原村づくり」というワークショップを

西原村社会福祉協議会の取り組みで行いました。当時私たちの村には障害者施設がまったくなく、知的障害者の団

体、精神障害者の団体、身体障害者の団体、障害児をもつ親の会の４つの会がそれぞれに活動をしていました。活

動といっても年に２～３回程度集まって顔合わせをする程度でした。 

また、救護施設ができるというので反対運動も起こりました。西原村は高齢者の分野では「いきいきサロン」な

ど頑張ってやっていましたが、障害という部分にはどう関わっていいのかが社協の一つの問題点でもあり、ワーク

ショップを開いた一つの要因です。 

ワークショップは４回開きました。私たちはそのなかで３つのテーマに絞っていきました。「居場所づくり」「心

づくり」「仕事づくり」です。まず居場所づくりとして、その拠点をどこに置くか。中央公民館の一角とか社協の一

室を借りて活動していたので、みんなが集まる場所をつくろうということで、保育園が統合されて園舎が一つ余っ

ていたこともあって、学童保育の人たちと一緒に活動をするということでやっていました。 

ワークショップでは行政、保育園、学校、一般住民、それから社協職員、50人ほどが集まって、一番困っている

こと、どういったことをテーマにしようかということを話し合いました。 

 

◆居場所づくり・仕事づくり・心づくり 

居場所づくりは元社会福祉協議会の跡を借りられることになりました。仕事づくりについては、「地域性を生かす」。

私たちのところは農村なので、耕作放棄地を生かして、農業をしている人に協力者として参加してもらえないかと

いうことで、障害をもっている人が集まって農作業をしようという話し合いが行われました。 

また、心づくりでは、偏見を含めて障害をもっている人と一般の人たちのふれあいをいろいろな面でつくってい

 

 

こうということで、何が一番いいのか話し合った結果、障害者と地域住民でアルミ缶や新聞の回収事業を行おうと

いうことになりました。 

それを３年間ほどやっていきました。これは今の新しい作業所です《図１》。ここは、中学校の寄宿舎があったと

ころで、倉庫になっていて随分荒れていたのですが、教育委員会に掛け合って、県の補助金をもらって改修しまし

た。引っ越し作業は 20人ぐらいの中学生が手伝ってくれました。 

 

《図１》 

 

◆子どもたちとの地域交流 

たんぽぽハウスには保育園から中学生まで、たくさんの子どもたちが集まってきます。保育園のアルミ缶踏みの

体験では、小さな子どもたちが袋にたくさんアルミ缶を入れてくれて、いつも訪問してくれます。小さい子どもた

ちに「たんぽぽハウスを知っている人」と聞くと「はーい」とみんな手を挙げます。「どんなところですか」と聞く

と「アルミ缶を集めるところ」とみんな答えてくれます。たんぽぽハウスはみんながいつも来られるところだとい

うことをわかってもらいたくて、保育園との交流もやっています。 

無肥料・無農薬で田んぼ、稲作、落花生、サツマイモなどたくさんつくっています。子どもたちは稲刈りと田植

えの体験をしたことはありますが、途中の草が生えている状態は見たことがありません。なぜかというと、どこの

田んぼも農薬を使っていて、そこに草が生えることをまず知らないのです。 

赤白帽子に水着で田んぼまで行進してきます。《図２》は、真面目に草を取っているところですが、10 分もしな

いうちに、このなかにはアカハライモリとかサワガニとかオタマジャクシとかがいっぱいいますから、イモリ捕り

に夢中になって、田んぼの稲を全部踏み荒らしてしまうという状況で、収穫時期には丸く植わっていない、収穫で

きない場所が何カ所もあるという感じでした。でも、子どもたちにとってはすごくいい体験になったのではないか

と思います。小学生とのふれあいも私たちはすごく大事にしています。 

たんぽぽには聴覚障害の人もいます。聴覚障害の人との手話教室もやっています。 

 

《図２》 
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《図１》 
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《図２》 
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◆中学生、企業との交流 

東日本大震災のときには小学校から子どもたちが遊びに来て「自分たちも何かやりたい」というので、バザーで

義援金を集めました。2012年７月の九州北部大水害のときには、たんぽぽハウスに来た中学生から「何か自分たち

も手伝いはできないか」という相談を受けました。「自分たちも炊き出しみたいなことで協力をしたい」という申し

出があったので、たんぽぽハウスで一緒にやりました。 

また、中学生の職場体験や農業体験もしています。たんぽぽハウスには小学校・中学校・保育園とたくさんの子

どもたちが来てくれます。 

大豆もつくっています。仲間たちとボランティアが一緒にみそをつくるということで、一緒につくっています。 

また、企業のボランティアも来ています。本田技研から「何か手伝うことはないか」という申し出がありました

ので、「小豆の収穫をお願いします」ということで、一日がかりで収穫を予定していたのですが、ボランティアの数

が多かったので２～３時間で収穫作業が終わりました。この収穫の後、本田技研といろんな交流がありまして、食

卓台を頂いたり、ステップワゴンを自動車総連からいただいたりしました。 

 

◆ホームレス支援の会 

たんぽぽハウスはホームレス支援の会といって、熊本にあるホームレスの人との交流も重ねています。ホームレ

スの人たちが、夏場になるとゴマの収穫のお手伝い、草取りなどをしてくれます。朝８時から 12時まで４時間です

が楽しみにしていて、支援の会から何かたんぽぽでの仕事はないかという問い合わせもあります。 

子育てサークルとの交流もしています。子どもたちは畑の中にはだしで入るのがすごく好きで、広大な五反畑を、

はだしで柔らかさを感じて走り回っています。お母さんたちは「収穫したものは全部持って帰っていいですよ」と

言った途端に子どもたちをそっちのけで、一生懸命収穫していました。 

私たちは焙煎落花生として販売をしますが、これを水煮にしてからすぐに塩ゆでして食べるとすごくおいしいで

す。 

これはホームレス支援の会との交流作業です《図３》。毎日来て仕事をしてもらっています。こちらはお金がなく

て日当は払えませんが、お昼ご飯とお風呂、あとは夕方のお弁当を持って帰ってもらっています。農作業をするこ

とで心が豊かになっているということもあり、自分たちが必要とされているということを考えているのではないか

と思います。 

このとき仲間たちは一緒に作業をしているのですが、精神障害がある子とか 100 キロ級の女の子とかはずっと立

ったまま眺めている状況で、ホームレスの人やボランティアたちが一生懸命してくれるので、収穫作業は随分助か

っています。 

《図３》 

 

 

◆認知症の人を知的障害の人たちが支える 

これは大豆の収穫です。認知症で要介護度２のおばあちゃんもいます。このおばあちゃんはバス停まで妹と一緒

に来て、バスに乗って、たんぽぽハウスのところでいつもバスを降ります。バス停にはスタッフがいつも待ってい

るのですが、たまにバスのほうが先に行ってしまうときがあります。 

そのおばあちゃんは、昔取ったきねづかというか、みそづくりの天才で、みそをつくる工程は忘れていますが、

体で押さえることは覚えています。認知症のおばあちゃんを知的の男の子たちが支えています。そういったことも

たんぽぽハウスの仲間たちの姿の一つです。 

シイタケを４千個ほど菌打ち、駒打ちをしているので、その収穫に行っている様子です。 

これは地域の応援団です。西原村には竹林があったり、イチゴ農家の人がいたり、クリ畑があったりします。「ク

リがいっぱいなっているから採りにおいで」と言われて、クリを採って渋皮煮にして販売をしたり、「竹林があるか

ら掘らんね」と言われてみんなでタケノコを掘りに行って、それをすぐに水煮にして販売します。昨年は１カ月で

17万円ぐらいの収入がありました。今年は西原村の村長のところにも竹林があるから掘らないかという申し出もあ

りますので、４月に入ったら私たちも頑張ろうと思っています。 

イチゴ農家からは毎年「イチゴの収穫に来ませんか」という申し出があるので、みんなで行って、たくさんのイ

チゴを取ってきてイチゴジャムにしたり、イチゴソースにしたりして販売しています。 

 

◆２００円ランチ 

これは脳血管障がい者の会との交流で、お弁当をつくったりしています。障害をもっている人同士のふれあいも

含めて年に何回か来てもらっています。お弁当は私たちの手づくりです。以前は 500 円のワンコインランチをやっ

ていたのですが、最近は４～５人の仲間に１人上手な人を入れてお昼ご飯をつくっています。当番長が「今日は何

をつくるよ」とみんなに教えながら、野菜は頂き物で、米は自分たちでつくっているということもあって 200 円ラ

ンチで出しています。 

朝ご飯も提供しています。生活保護の人とか朝ご飯を食べられない人がたくさんいるので、朝はおかゆにみそ汁、

それに何かちょこっと付けて出します。お昼ご飯をつくって、その残りを夕ご飯に持たせるという形で、１日に 200

円を仲間たちからもらっています。たくさんつくるので、「皆さん、来ませんか」と声をかけたところ、それが少し

ずつ地域の人に広まって、みなさん、お昼ご飯を 200円で食べに来ます。子どもたちも春休みや夏休みに 200円持

って来ます。 

これは昼食をつくっているところです。 

93 歳のおばあちゃんと 83 歳のおばあちゃんがいます。高齢者が支え合うとか、知的の子を精神の人が支え合う

とか、身体の人を知的の人が支え合うとか、それぞれが支え合ってやっている状況です。 

 

◆就労支援の枠を超え、仕事づくり 

藤井 寺坂さんに感想をお聞きしましょうか。 

寺坂 形こそ違え、やっている思いは一緒だなというのをすごく感じました。居場所づくり、心づくり、仕事づくり、

これを頂戴して３原則にしたいぐらいです。 
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第３章　まとめ
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が楽しみにしていて、支援の会から何かたんぽぽでの仕事はないかという問い合わせもあります。 
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はだしで柔らかさを感じて走り回っています。お母さんたちは「収穫したものは全部持って帰っていいですよ」と

言った途端に子どもたちをそっちのけで、一生懸命収穫していました。 

私たちは焙煎落花生として販売をしますが、これを水煮にしてからすぐに塩ゆでして食べるとすごくおいしいで

す。 

これはホームレス支援の会との交流作業です《図３》。毎日来て仕事をしてもらっています。こちらはお金がなく
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藤井  仕事づくりの中に役割ということがすごく入っています。就労支援、具体的にお金を稼ぐことも重要なことで

すし、居場所づくり、役割づくり、心づくり。役割は仕事ということでやっているということですね。居場所とい

うのも寺坂さんのところと同じキーワードです。そういう意味では本当によく似ていますね。 

私が日本福福祉大学の平野先生たちと一緒に富山県の「このゆびとーまれ」を「地域共生ケア」と名付けたので

すが、たんぽぽハウスは本当にそんな感じがします。相互支え合いというか、その点はいかがですか。 

上村  地域の人に支えてもらう部分もありますが、それぞれがみんな支え合ってたんぽぽハウスになっていっている

と思っています。 

藤井  資料を見ると、ここに来ている人は精神、知的、身体、アルコール依存症、認知症、服役後の人、生活保護の

人など、年齢は 18歳から 93歳と多様ですね。 

上村  服役後の人とか糖尿病の人、アルコール依存症の人とか、お給料とかはそんなに払えませんが、来るのを皆さ

ん楽しみにしています。その部分でも居場所づくりというのは本当に大事なのかなと思います。 

藤井  地域活動センターというのは３障害の社会参加事業みたいなものですね。就労支援はまさに障害者の就労支援

ですが、その幅を超えてしまっていますね。この点はいかがですか。行政からも言われませんか。 

上村 法にのっとっていないというのは感じていますが、「生活保護の人をボランティアでやってくれ」という行政か

らの依頼もあります。行き先がない人がすごく多いというを実感しています。 

私たちはグレーゾーンと言っていますが、障害手帳を持っていないけれども仕事ができない、仕事に行けない人

たちがいます。そういった人たちは行く場がないということを感じていて、それがたんぽぽハウスなのかなと。 

 

◆ごちゃ交ぜで、輪の中で生きる 

藤井  この間、当事者の運動の中では障害をもった人たちが、総合福祉法改正に関していろんな運動を起こしてきた

わけです。そのときのターゲットが「医療モデル」から「社会モデル」へ。特定の人の問題を見つけて、そこを克

服するのが医療モデルと一般にいわれていて、それに対して社会モデルというのは、社会との関係の中で生きづら

い部分があれば、社会が変われば生きやすくなる、社会の努力を要請する。社会との関係の中でうまく生活できな

い、生きられない人を障害がある人と呼ぶという考えです。障害というのは、社会関係の障害であるというのが社

会福祉そのものの考え方ですが、特に障害分野では当事者たちがそれを見てきたわけです。 

 そういった生きづらい人たちがたんぽぽハウスの輪の中で生きているという感じがしますね。 

上村  たんぽぽハウスはごちゃ交ぜで、誰が障害をもっていて、誰がボランティアで、誰がスタッフなのかがわから

ないのです。ごちゃ交ぜがいいと私たちは思っています。誰でも入り込めるような家でありたい。施設ではなくて

家でありたい。そういうのがたんぽぽハウスの願いです。 

藤井  全く鹿塩の家と一緒ですね。鹿塩の家でも誰が認知症の人か誰が地域の高齢者か全然わかりません。ただ、高

齢で認知症の問題に偏見がなくなってきた背景には、いずれ自分もなるということがあります。だから、高齢問題

に関して、地域は結構親和的な部分もあります。ところが障害の問題は、どうしても他人ごとです。障害者の側か

らは、地域は受け止めてくれるところというよりは差別をするところという感じがあり、そこから地域との関係が

始まります。そういう意味では社会モデル、つまり社会が変わればいいというけれども、特に郡部の障害福祉の取

り組みがなかったこの土地で、そういうことをする地域との関係にはかなり努力されているのではないでしょうか。 

上村 まず社協時代にあちこち回って、「たんぽぽハウスはこういうところで、障害をもっている人がこういう活動を

します」ということを言ってきました。私たちの努力としては、地域に出向いていくということで、夏祭りのバザ

ーとか、アルミ缶や新聞の回収とか、そういった部分でも随分地域に出向いていくことは行いました。 

藤井  学校で子どもの福祉教育をするのではなくて、まさに巻き込んで、地域で子どもの福祉教育をするというのは

 

 

すごいなと思いました。「地域福祉教育」というのでしょうか。 

上村  社協を離れて３年になりますが、やはり社協ではできない部分がたんぽぽハウスでできたのかなというのもあ

ります。 

藤井 なぜ社協でできないのですか。 

上村  社協でもできたんだろうとは思いますが、社協活動には児童の部分もあれば高齢の部分もあり、障害の部分も

あり、やることが多いんです。だから根本的に巻き込んでするというのが厳しいのかなということがあります。 

藤井  もうちょっとストレートに言うと、社協もやはり法律の枠の中で縛られているというか、逆に自分を縛ってい

るということでしょうか。 

上村 そうですね。それはあると思います。 

 

◆制度外のサービスへの自治体の理解 

藤井  私は「制度内ワーカー」と呼んでいますが、介護保険制度を順守する、制度に基づいて対応することが社会福

祉全般に広まり過ぎました。しかし、ニーズに対応するというのは制度があろうとなかろうと、その人に必要なこ

とをするということです。介護保険制度以降、そういう発想がずいぶんとなくなってしまいました。 

今日の話のスタートで、制度内でやろうと思うと支えられないことがたくさん増えたから、もう一遍、制度外の

ことをやろうという話をしました。ニーズに対応していくと、制度にあるものは制度で対応すればいいので、それ

以外のニーズが制度外で対応するということですよね。このお二人の実践は、そういうところをこだわりなくやっ

ていますね。 

ただ、行政がそれをどういうふうに認めるかというポイントがあります。お二人の地域の自治体は、理解がある

のでしょうか。 

上村 西原村はすごく自治体が協力してくれていると思います。 

寺坂 宝塚市の行政は理解があります。介護保険に暫定プランというのがあって、それを使ってします。 

藤井  こういう実践現場のニーズに基づきながら自発的に生み出されたものがあること、そしてそれをあと押しする

行政の存在。この二つの条件が必要なのかもしれません。 

 

◆たんぽぽハウスで生まれた商品 

藤井  たんぽぽハウスの利用者とどんなやりとりでとか、どんな関わりでさまざまな商品が生み出されたのでしょう

か。たんぽぽハウスの久保田さんから説明していただけますか。 

久保田  私はもともと百姓で、最初のたんぽぽハウスの立ち上がりのワークショップのときから関わっています。私

は自然農法で農業をやっていて、そこで仲間たちに私の農作業の手伝いをしてもらったりという関わりの中で「私

もみんなと一緒に仕事がしたい」ということでたんぽぽハウスに雇ってもらうことになりました。 

「トラクターと農地を提供しますので、私を雇ってください」と施設長に頼み込んで、最初は給料は３万円ぐら

いしか出せないと言われましたが、それでも構わないということで３万円の給料から始まりました。 

麦みそは、さっきの認知症のおばあちゃんから昔直々に教えてもらったのを自分でずっとやっていたのですが、

その先生が入ってきたので「私は必要ない、先生に直接習ってください」と言ったら、すでにそのおばあちゃんが

みそのつくり方を忘れてしまっていた。そこで、私がみんなにみそのつくり方を教えて、みんなでつくっています。

大豆をつくって、種まきから製品づくりまでみんなでする。そういうテーマでものづくりをやっています。 
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また、たんぽぽハウスに元暴力団で服役していて、アルコール依存症の人がいます。その人は元料理人で調理が

得意というので、製品開発の長をお願いしています。家にいたら毎日焼酎ばかり飲むような人ですが、朝「今日は

缶詰づくりをするんですか、しないんですか」と聞いてくるので、「じゃ、しましょう」と缶詰づくりをしてもらい

ます。最初は私が関わってやっていましたが、今はすべて任せて、最後までつくれるようになっています。 

藤井 やはり仕事ってすごいですね。ありがとうございました。 

 

 

地域でその人らしく暮らす「より処」の取り組み 

国見・千代田のより処「ひなたぼっこ」 

 
高橋 仙台から来ました「国見・千代田のより処ひなたぼっこ」の管理者をやっている高橋と申します。 

これがひなたぼっこの建物の外観です《図１》。もともと大学生の下宿屋をやっていた建物を使っています。３階

建ての３階に大家さんが住んでいて、１階と２階を使ってひなたぼっこを運営しています。活動範囲は仙台青葉区

の国見小学校区とその隣接地域です。国見小学校区の人口が１万 2,600 人です。世帯数が 6,600 世帯、高齢化率が

23.65％です。   

オープンが 2009年 12月１日です。当初は仙台市委託の企画提案型コミュニティビジネス運営事業ということで

スタートしていました。現在は地域支え合い活動推進事業の中で運営しています。 

ひなたぼっこの機能は、次の三つを大きな柱にしています。「住民同士のつながりの場づくりへの支援」「地域に

暮らし続けたい人への支援」「働くことや役割づくりの支援」ということで、この三つの柱を挙げて活動しています。 

 

《図１》 

 

◆ひなたぼっこの概要と事業 

こちらがひなたぼっこの見取り図です《図２‒１》《図２‒２》。１階に飲食店がありましたので、そちらの建物を

改装してやっています。食堂の部分で、地域食堂をしています。月曜日から金曜日、ランチタイムに、500 円のワ

ンコインランチとひなたぼっこの特製カレーです。 

ひなたぼっこは、金曜日には居酒屋もやっています。もともとは引きこもりがちな男性を引っ張り出そうという

ことでナイトサロン的な意味合いも含めて運営していました。しかし、震災時にひなたぼっこ自体が災害ボランテ

ィア的な機能を果たしたこともあって、お客さんが離れていきました。食堂に関しては徐々に震災前の数字に戻っ

てきていますが、居酒屋はなかなか戻ってこない状況です。 

配食サービスもやっています。ここには調理の免許をもつ職員ももちろんいますが、ケアマネジャーやヘルパー

 

 

の資格をもっている者などが、そちらをやりつつ配食もやっています。 

２階では、「マッサージサロン トリプルリッチ」という仙台市内の視覚支援学校を卒業して就労の場がなかなか

見つからない人に、マッサージのスペースとして貸しています。麻雀ルームもあります。こちらは地域の人や目の

前が東北福祉大学なので福祉大の学生が利用します。 

キッズルームは、仙台市青葉区八幡の子育て支援の家「八幡みんなの家」という子育て支援的なサロンというか

居場所を運営していましたが、ひなたぼっこに統合されたことによってこのキッズスペースを設けています。こち

らでは、子どもの一時預かりや子育てサロンのようなこともやっています。 

 

《図２-1》 

《図 2-2》 

 



99

第３章　まとめ

 

また、たんぽぽハウスに元暴力団で服役していて、アルコール依存症の人がいます。その人は元料理人で調理が

得意というので、製品開発の長をお願いしています。家にいたら毎日焼酎ばかり飲むような人ですが、朝「今日は

缶詰づくりをするんですか、しないんですか」と聞いてくるので、「じゃ、しましょう」と缶詰づくりをしてもらい

ます。最初は私が関わってやっていましたが、今はすべて任せて、最後までつくれるようになっています。 

藤井 やはり仕事ってすごいですね。ありがとうございました。 

 

 

地域でその人らしく暮らす「より処」の取り組み 

国見・千代田のより処「ひなたぼっこ」 

 
高橋 仙台から来ました「国見・千代田のより処ひなたぼっこ」の管理者をやっている高橋と申します。 

これがひなたぼっこの建物の外観です《図１》。もともと大学生の下宿屋をやっていた建物を使っています。３階

建ての３階に大家さんが住んでいて、１階と２階を使ってひなたぼっこを運営しています。活動範囲は仙台青葉区

の国見小学校区とその隣接地域です。国見小学校区の人口が１万 2,600 人です。世帯数が 6,600 世帯、高齢化率が

23.65％です。   

オープンが 2009年 12月１日です。当初は仙台市委託の企画提案型コミュニティビジネス運営事業ということで

スタートしていました。現在は地域支え合い活動推進事業の中で運営しています。 

ひなたぼっこの機能は、次の三つを大きな柱にしています。「住民同士のつながりの場づくりへの支援」「地域に

暮らし続けたい人への支援」「働くことや役割づくりの支援」ということで、この三つの柱を挙げて活動しています。 

 

《図１》 

 

◆ひなたぼっこの概要と事業 

こちらがひなたぼっこの見取り図です《図２‒１》《図２‒２》。１階に飲食店がありましたので、そちらの建物を

改装してやっています。食堂の部分で、地域食堂をしています。月曜日から金曜日、ランチタイムに、500 円のワ

ンコインランチとひなたぼっこの特製カレーです。 

ひなたぼっこは、金曜日には居酒屋もやっています。もともとは引きこもりがちな男性を引っ張り出そうという

ことでナイトサロン的な意味合いも含めて運営していました。しかし、震災時にひなたぼっこ自体が災害ボランテ

ィア的な機能を果たしたこともあって、お客さんが離れていきました。食堂に関しては徐々に震災前の数字に戻っ

てきていますが、居酒屋はなかなか戻ってこない状況です。 

配食サービスもやっています。ここには調理の免許をもつ職員ももちろんいますが、ケアマネジャーやヘルパー

 

 

の資格をもっている者などが、そちらをやりつつ配食もやっています。 

２階では、「マッサージサロン トリプルリッチ」という仙台市内の視覚支援学校を卒業して就労の場がなかなか

見つからない人に、マッサージのスペースとして貸しています。麻雀ルームもあります。こちらは地域の人や目の

前が東北福祉大学なので福祉大の学生が利用します。 

キッズルームは、仙台市青葉区八幡の子育て支援の家「八幡みんなの家」という子育て支援的なサロンというか

居場所を運営していましたが、ひなたぼっこに統合されたことによってこのキッズスペースを設けています。こち

らでは、子どもの一時預かりや子育てサロンのようなこともやっています。 

 

《図２-1》 

《図 2-2》 

 



100 

◆緊急受け入れのあと、住人となった要介護５の女性 

緊急で受け入れた女性の事例を紹介します。この人は、もともとはひなたぼっこの近所の人で、一人暮らしをし

ていた人です。ひなたぼっこが 2009年 12月にオープンした翌月１月に自宅が火災に遭って居場所がなくなってし

まいました。民生児童委員や町内会長からひなたぼっこはどうだというご相談いただいて、一時的にひなたぼっこ

を利用することになりました。 

その後、脳出血を起こして介護度５になりました。もともとひなたぼっこは 24時間態勢を組める状況で職員の配

置はしていたのですが、この人が脳出血を起こして病院から出てどこに行きたいかといったときに「ひなたぼっこ

に戻りたい」という申し出がありました。関東に住んでいる甥が本人の意向に沿って対応してほしいということで

したので、そのままひなたぼっこに住むようになりました。そこから、24時間態勢で誰か職員がいるという状況に

なっています。 

 

◆東日本大震災後の地域への支援 

東日本大震災が発生した直後、われわれひなたぼっこから支援した世帯です《図３》。色分けしています。黄色は

配食、紫色が片付け、緑が訪問ということになっています。避難してきた人もいます。 

買い物代行もありました。当時は食材も、物資も、特に自宅にいる人などは手元に届かない。スーパーマーケッ

トやガソリンスタンドも閉まっている状態で、ひなたぼっこのある地域は坂の多い地域で、なかなか買い物に行く

ことが困難な人もいましたので、そこから配食活動も始まっています。それがきっかけとなって、現在ひなたぼっ

こでは自主的サービスで、300円のお弁当と 500円のお弁当の配食サービスを行っています。 

 

《図３》 

 

震災後、ある程度落ち着いた状況になってから一息つこうということで、当時ボランティアセンター的なことも

やっていたのですが、ボランティアと避難してきた人や地域の人と「一息つこう会」を開きました。 

ひなたぼっこの向かい側にあるコンビニエンスストアのファミリーマートで炊き出し支援的なことを 100 円で行

 

 

いました。その 100円は、一部沿岸部のほうに送りました《図４》。 

《図４》 

 

◆配食サービス、地域食堂・親子サロンなど 

配食サービスは見守り活動を重視してやっています。地域包括支援センターなどの仲介者がいるので、もし配食

時に様子がおかしいときには即座に地域包括支援センターや相談支援者に連絡をするなどして連携を図っています。

お弁当は 500円です。 

地域食堂は、当初は人が少ない状況だったのですが最近は地域の人にもだいぶ認知されてきているので、いろん

な人が利用しています。500円でランチと丼メニューがあります。 

「お茶っこサロン」という親子サロンは水曜日の午前中に実施していて、工作をしたり、子どもと一緒に遊ぶこ

とをサロン的にやっています。保育士資格をもっている職員がいるのでそこで子育ての相談やお母さん同士で悩み

を打ち明けたりというのを時間を設けています。 

 

◆地域とのつながりづくり 

われわれの住んでいる仙台市国見地区、千代田地区にも沿岸部で被災した人が民間の借り上げ賃貸住宅に住んで

います。いわゆるみなし仮設に住んでいる人向けのサロンを月１回われわれの取り組みでやっています。12月から

仙台市の社協と連携して進めています。だいぶ認知されてきていろんな人が参加しています。サロンの名前は「な

んだりかんだりの会」といいます。仙台弁で「何でもかんでも」という意味です。被災した人はいろんな地域から

来ているので、いろんな地域の人が来られるサロンということで命名しました。 

それから、月刊誌「みんなのわ」を月１回、市政だよりと一緒に町内会長にお願いして回覧板で配布していただ

いています。こちらのほうもだいぶ地域の人に浸透して、地域食堂や一時預かりなどにつながっています。 

見守り支援は配食などにつながってくるのですが、ひなたぼっこの運営推進委員会の委員から買い物支援をやっ

てくれないかという要望がありました。われわれの配食は昼と夜ですが、朝食はやっていなかったので、朝食にな

るようなものを買ってきてもらえると助かるというお話をいただきました。とりあえずやってみようかということ

で、まずはお弁当の利用者対象に１回に 300円で３品、今は１回５品で 500円まで引き上げています。 

子どもの一時預かりと一時的な居場所の提供もやっています。宿泊可、期限はなしで、部屋の空きがあれば対応

しますが、ずっと住むというよりは次の生活の場に移るまでの一時的な居場所ということでの居室の提供です。地

域包括支援センターや区の障害高齢課から紹介をいただいてやっています。 
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◆生きがいづくり、仕事づくり 

高齢者の生きがいづくり、生きがいの仕事創出ということで、職員の中にも地域の高齢者もいます。仕事の場、

居場所づくりというところで建物の環境整備とか、ひなたぼっこを使って何かできることはないかというのを日ご

ろから耳を澄ませて情報を集めています。たとえばサロン的な部分や、あの人だったらこういうことを頼めるので

はないか、お願いできるのではないかということをいつも心にかけて探しています。 

干し柿づくりをサロン的に取り組むことで地域の情報をもらったり、いろいろつないでいくことも担ってもらっ

ています。 

 

◆公的機関、専門機関等との連携 

ひなたぼっこの活動を通じてつながった連携先は、このようになっています《図５》。青い丸でくくられているの

が運営推進委員会のメンバーです。地域住民、町内会長、児童民生委員、地域福祉委員、地域包括支援センター、

地区の福祉施設、近隣に特別養護老人ホームやデイサービスもあるのでそういった人々が運営推進委員会に入って、

２カ月に１回ひなたぼっこの運営について助言をもらっています。ほかには区の保護課や障害高齢課、家庭健康課

というのは児童関係の担当部署です。あとは社協、被災者の支援センターともつながっています。近隣の大学と特

別支援学校、在宅療養支援診療所なども入っています。 

ひなたぼっこのある千代田町には葉山地域包括支援センターがあります。ちょっと越えるとすぐ隣の国見地域包

括支援センターもありますので、ひなたぼっこの運営に２つの支援センターに参画してもらっています。 

ひなたぼっこの機能は、大きくは暮らしの支援です。「食べっぺし、泊まっぺし」というのは仙台の方言で「食べ

ましょう、泊まりませんか」みたいな軽い感じで誘うような言葉ですが、そういうことも暮らしの支援ということ

でやっています。出会いと活動の場ということでは「行ってみっぺし、やってみっぺし」ということで、就労の場

や生きがい、仕事の支援、つながりづくり支援も行っています《図６》。 

 

《図５》 

 

 

《図６》 

 

◆丸投げされないように、ネットワークを組む 

藤井  規模や目指すところはわかりましたが、財源がないのに、何でこんなことをやろうと思ったのか、そもそもの

ところを教えてもらえますか。 

高橋  地域の困っている人を支えるというのがわれわれの活動の基本です。制度に乗せようと運営上は考えたのです

が、なかなかそれに合う法律がなくて現在の形になっています。誰でも集える場所、居場所づくりといったところ

からスタートしてやっています。 

藤井  それを何でやろうとしたのかが聞きたいのですが。こういうものがないと、地域というのはニーズが潜在化し

ているという特徴があります。たんぽぽハウスも鹿塩の家も制度枠にとらわれない活動をするから、地域の潜在的

なニーズが浮かび上がってくるというか、寄ってくるというか、連れてくるという話です。地域をよくしていこう

と思うと、制度があろうとなかろうとニーズに対応するオールマイティーなものをつくっていかないといけない。

これが、おそらくひなたぼっこの趣旨ではないでしょうか。ひなたぼっこの母体である全国コミュニティライフサ

ポートセンター（CLC）は別に施設をやっているわけではない。24時間 365日態勢を財政基盤の弱い CLCが最初

から実践するというのはすごいことです。断らない、社会福祉協議会はなかなかこんなことは言えません。それは

行政福祉機関も同じでしょう。制度から外れたものは断っているのが現実です。これを実行していくうえで大変な

ところはどういうところですか。 

高橋  われわれは一時的な居場所ということで提供しているのですが、時に仲介している人がひなたぼっこにその人

の問題を全部投げてしまうことです。これには困ってしまいます。そういったときにはわれわれだけで対応するの

ではなく、仲介の人もうまく巻き込んで、細かく報告したりします。ひなたぼっこは何でも屋的な感じに取られる

こともあるので、できるだけ気をつけてやっています。 

  たとえば、地域包括支援センターからご相談いただいたＤＶの人でした。夫から暴力を受けて一時的に居場所が

ないということでひなたぼっこを紹介されました。特養ホームとかケアハウスなどで、対応できるのではないかと

思ったのですが、ＤＶなので何かあっても対応できないと断られて、ひなたぼっこで引き受けました。また、息子

と住んでいた 90歳代の女性で、息子が心疾患で急に亡くなって、時間も夕方の遅い時間だったので施設の紹介がで

きないのでひなたぼっこで受けてくれないかということもありました。 
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藤井  何でもやってくれるし、断らないとわかったら、制度枠で対応できないとか、ちょっと危なっかしいケースが

来るわけですね。公的なところほど丸投げをやってしまうということですね。そのときに「つなぐ」という名で「ケ

ースを振る」という一番無責任なやり方が横行するわけです。 

そのときに二つの道がありますよね。自分のところでそれに応えるためにどんどん膨れ上がっていく、つまり重

装備型にどんどんなっていくか、それとも何にでも応えられないのだからネットワークで解決していくか。その点

では後者ですか。 

高橋  そうですね。われわれも当初は地域で困っている人を見る拠点の場としてつくり上げていたのが、結果的には

いろいろニーズに応えていったおかげで事業化になってしまったり、それだけで生きるスキルを見つけたというこ

とになっています。 

藤井 要介護５の高齢者も、元気なときからここにいたいと言うからそのための仕組みをその人に合わせていく。 

高橋  在宅の診療所などとうまくネットワークできたことで、制度外のひなたぼっこでもみられるということになり

ました。 

 

◆運営委員会の設置の意味 

藤井  最後に、運営委員会の効用やそことの連携について伺います。なぜ運営委員会を設置しているのかということ

と、それがどんな形で本体の運営に反映されているのか。 

高橋  運営推進委員会をやっていくことで地域の人にひなたぼっこを理解してもらえるというのが一つあります。理

解してもらって、次にひなたぼっこではどうかという形で相談を受けたりすることでつながってきています。 

藤井 地域の力はついてきましたか。 

高橋  まだまだ努力するところはありますが、ひなたぼっこがあることで、さまざまな取り組みをしていこうという

話は地域の中で出てきています。 

藤井 地域での生活を支援していくということを、私は「地域ケア」という言葉で表しています。この場合のケアは、

介護だけではなくて気にかけることとか、世話をすることとか、関わるなどという意味があります。ですから、「地

域介護」ではなくて「地域ケア」という言葉で私はいいと思います。これから地域で暮らしていくときに、地域の

つながりをつくるうえでも、単身化、高齢化が進んで少子化社会になると、ケアをいかに地域の中でつながりも含

めて埋め込んでいくかというところが、個人の生活でも地域にとっても必要になってくる。そういう地域を「ケア

リングコミュニティー」と言い、鹿塩の家もたんぽぽハウスもひなたぼっこもそれを目指しているのだと思います。 

こういった、制度に区分けされた分野別ではなくて、みんなが生きられる社会を目指すときに、いろいろなパタ

ーンの事業活動展開があります。そのうちの大きな一つが、事業展開することが地域の力を奪うのではなくて、地

域の力をつけていくという方向です。そこに運営委員会という仕掛けをつくることで、地域住民が自然に力をつけ

ていくということが図られているのだろうと思います。 

ニーズに応じて断らないという地域福祉拠点としてやっていくと図６のようなかたちができてきたということで

すね。これを一つひとつ充実させていくことが、非常に大きな役割となって地域福祉の機能になると思います。残

念ながらこの財源がないというのが課題です。他のお二方のところは、今の制度枠をわずかながらも使いながらで

も、この機能をつくっているようなものですね。そういう共通項が三者に見られたと思います。 

今後、研究会ではこれらをもう少し整理して普遍的な機能とは何か、その在り方、方法を探っていきたいと思い

ます。今日は研究会がヒアリングをした三つの中から報告していただきました。どうもありがとうございました。 
 

（このパネルディスカッションは平成 24年度厚生労働省社会福祉推進事業「社会的孤立防止のための活動の実態把握と社会資
源等に関する調査研究事業」報告会として、2013年３月 17日 神戸学院大学にて開催したものである。 文責 CLC）

 

 

 ２．実践のための諸条件－事例からの抽出― 

 

  地域づくりのためには、その地域福祉拠点たる拠点の確保が前提となる。その代表的な既存

の拠点が、民家と廃校利用である。前者の借り上げおよび購入は、よき物件と大家、周辺自治

会の理解というよい出会いが必要である。そのためには、税制優遇、自治体が介入したマッチ

ングなどを施策化し、空家を地域社会資源として転換する取り組みが自治体に求められる。ま

た、廃校利用は生活圏域としてのまとまりのある小学校の利用について、自治体が積極的に進

める必要がある。その際、地域づくりや福祉に関連する拠点としての再整備や、地域振興策と

しての各種の補助金を総合的に活用するための自治体のコーディネートが必要である。 

 

 

  社会的孤立への対策とは社会関係づくりが重要であるが、その社会関係も何らかの個別支援

を基盤としながらでなければ社会関係を広げることは困難である。社会福祉支援とは本来その

ような支援であり、「自立」とはまさしく社会関係的自立をさす。この場合、最も支援困難な

対象は「制度の狭間にある課題」であり、それに対応する「人材の確保」である。この「制度

の狭間にある課題」に対する「制度化」こそが最も重要であり、とくにそれは、コミュニティ

ワーカーやコミュニティソーシャルワーカー、地域福祉コーディネーターと呼ばれる人材確保

が可能な制度化である。 

 

 

  制度的条件が確保できても、実践そのものが地域生活ニーズに立脚していなければ支援の姿

が見えてこない。その意味では、地域密着・地域と協働する「開発的」志向をもった実践組織

体の育成とその組織経営の在り方が重要である。その運営の側面に、社会福祉組織への当事者

や地域住民の経営・事業参画の保障の仕組み開発が求められる。これは、本来、社会福祉法人

のあるべき姿である。 

  今回の事例では、社会福祉法人自体の経営理念と組織運営、および地域住民が参加する「運

営委員会」の設置と在り方に着目している。 
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第３章　まとめ
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  先駆的実践は、たえず制度の狭間や制度を越える課題に対応する実践開発が求められている。

その場合、支援対象者に対応できる制度的基盤を活用したり、新たに制度活用する場合の実践

の多くはグレーゾーンにある。ある意味では、このゾーンの実践は、先駆的であれば高度で良

質な実践であり、一方では悪用もできる制度解釈が成り立つゾーンでもある。 

  この場合、地域生活支援を目標とする自治体には次の対応が求められる。１つは、制度の前

向きな柔軟運用の姿勢である。この柔軟運用の視点があれば、新たな資源開発まで行わなくて

も多くの要支援者が救済される。それは結果的には予防的対応につながるのである。もう１つ

は、よきグレーゾーンの実践を制度の枠に押しこめない支援の質を評価できる能力（人材）の

確保と評価の仕組みの構築である。これは、自治体において権利擁護システムや苦情処理シス

テムの構築あわせて検討される必要がある。 

 

 

  地域と協働し、地域社会関係をつくりながら地域の福祉力を高める、地域を基盤としたソー

シャルワーカーが地域福祉コーディネーターなどと呼ばれている。そして、既存のワーカーに

対してこのような専門ワーカーの育成が必要であるが、この育成責任が不明確である。結果と

して自治体においては、現在のところ事業者任せになっている。 

  今後、地域づくりを実践する住民教育の課題もあわせ、地域包括支援センターに代表される

各種の相談支援センターのワーカー養成を含め、自治体において地域福祉実践が可能なワーカ

ー養成を積極的にいっていく必要がある。 
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